
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       伊 賀 市  

 

介護予防・日常生活支援

総合事業について 

 平成 28年 10月から、「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」

が始まります。 

 この事業は、事業者をはじめＮＰＯ法人やボランティア団体、地域住民などさ

まざまな人が参画し、それぞれの市町村の実情に応じた多様なサービスを提供す

ることで、支援が必要な人を地域で支えあう体制づくりをめざすものです。 

 住み慣れた伊賀の地で生活を続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとと

もに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして、要介護状態となること

を予防することが大切です。 

 「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して介護予防に取り組みましょう。 
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① 現行相当サービス（従来どおりのサービス） 

ホームヘルパーが、入浴介助などの身体介護や、掃除、買い物などの生活援助を行います。 

【１割負担の人の利用料のめやす】週 1回程度 １回あたり 274円※事業所によって加算があります          

② 緩和した基準によるサービス（新しいサービス） 

（１） ホームヘルパーなどの従事者が、掃除や買い物、調理、洗濯などの生活援助を行います。直接

体に触れることがあるサービスは含まれません。１回２０分までと６０分までの２種類があ

ります。 

【１割負担の人の利用料のめやす】２０分まで週 1回程度 １回あたり１４８円 

※事業所によって加算があります ６０分まで週 1回程度 １回あたり 240円 

（２）シルバー人材センターがゴミ出しや洗濯物の取り入れなど簡易なサービスを行います。  

【利用料のめやす】１回１５分以内 １回あたり１００円（ゴミ出し、洗濯物の取り込み） 

            １回３０分以内 １回あたり１５０円（洗濯物の取り込みと整理） 

 

 

１ 介護予防・生活支援サービス事業 

利用対象

者 

●介護保険で要支援１・２の認定を受けている人 

●基本チェックリストで事業対象者に該当する人 

訪問型サービス（ホームヘルプサービス） 

２ 一般介護予防事業 

① 現行相当サービス（従来どおりのサービス） 

現在と同じ内容のサービスを提供します。 

【１割負担の人の利用料のめやす】週 1回程度 １回あたり 390円※事業所によって加算があります                

② 緩和した基準によるサービス（新しいサービス） 

閉じこもりの予防や心身のリフレッシュを目的としたサービスです。機能訓練士による日常生活機

能の向上・維持のためのトレーニングや入浴などのサービスは対象になりません。５時間までと８

時間までの２種類があります。 

【１割負担の人の利用料のめやす】５時間まで週 1回程度 １回あたり２５０円 

    ※事業所によって加算があります  ８時間まで週 1回程度 １回あたり３３３円 

 

地域の介護予防 

通所型サービス（デイサービス） 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス 

介護予防のために６５歳以上の人が週１回以上利用する地域のサロンの運営に対し助成を行い

ます。利用料は地域のサロンによって異なります。 

 介護予防活動の普及啓発や住民主体の介護予防活動の育成・支援等の事業を実施します。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

各種サービスの利用までの流れ 

以下の①～⑥に該当するものが１つ以上ありますか？ 

① 杖をついたり、歩行器を使用しないと一人で歩くことができない。 

② 認知機能の低下により日常生活に支障をきたしている。 

③ 入浴や体を洗うことが自身でできない。 

④ 服薬や病気の管理のために訪問看護等の医療系のサービスの利用希望がある。 

⑤ 手すりの設置などの住宅改修や、福祉用具のレンタルや購入を希望する。 

⑥ 家族での介護が難しく、長時間の居場所を求めている。 

・ホームヘルプサービス 

・デイサービス    のみ利用の場合 

要支援１・２

の人 

 

非該当の

人 

生活機能の低下

がみられる人 

 

自立した生活が

送れる人 

 

介護予防サービス

が利用できます 

 

「介護予防・生活支援サービス事業」

が利用できます 

 

「一般介護予防事業」が利用できます 

 

いいえ 

要介護１～５

の人 

 

介護サービスが

利用できます 

 

はい 

介護高齢福祉課・各支所住民福祉課 

要介護（要支援）認定手続きをしま

す 

 

※介護高齢福祉課・各支所住民福祉課で記入すること
もできます。 

 「基本チェックリスト」は全２５項目について「は

い」「いいえ」で答えていただく質問票です。閉じこも

りやうつ症状などの要因になりやすい生活機能につい

て確認します。 

地域包括支援センター 

基本チェックリストによる判定を受けます

ックリストの記入をします 



 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業 
 

Ｑ：これまでの介護保険サービスと総合事業は何が違うの？ 

 

Ａ：これまで要支援認定を受けた方に対して、全国一律の基準で実施していた

ホームヘルプサービスとデイサービスについて、伊賀市の実情に応じた事業と

して実施します。要介護１～５の方に対するサービスに変更はありません。 

Ｑ：総合事業にはどのようなサービスがあるの？ 

       

Ａ：ホームヘルプサービスとデイサービスについては、現在と同じ基準のサー

ビス（現行相当サービス）と基準を緩めた安価なサービス（緩和した基準によ

るサービス）があります。 

Ｑ：総合事業のサービスを利用するにはどうすればいいの？ 

       

Ａ：お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。身体

の状態によって要介護認定を受けていただくか、基本チェックリストを実施し

てサービスを利用していただきます。 

Ｑ：事業対象者でも住宅改修や福祉用具の貸与は利用できるの？ 

       

Ａ：事業対象者となった方が住宅改修や福祉用具の貸与等を利用するには、要

介護（要支援）認定を受ける必要があります。 

Ｑ＆Ａ 

 

◎サービスについてのご相談 

伊賀市地域包括支援センター 

■中部 伊賀市四十九町３１８４番地（℡. 26-1521 FAX24-7511） 

■東部サテライト（℡. 45-1016 FAX. 45-1055） 

■南部サテライト（℡. 52-2715 FAX. 52-2281） 

◎制度に関するお問い合わせ 

介護高齢福祉課 伊賀市四十九町３１８４番地 

 ■介護事業係（℡. 26-3939 FAX. 26-3950） 

 ■高齢福祉係（℡. 22-9634 FAX. 26-3950） 

地域連携部 各支所 

 ■伊賀支所（℡. 45-910４）■島ヶ原支所（℡. 59-2０５３）■阿山支所（℡. 43-0333） 

 ■大山田支所（℡. 47-1151）■青山支所（℡.52-322７） 

 

  

 

 
 


